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議案 

番号

1
専決処分について(工事請負変更契約について（京葉線海浜幕張駅南口駅
前広場昇降機外建築工事）)（平成３１年１月１７日）

1

2 平成３０年度千葉市一般会計補正予算（第５号） 別冊

3 平成３０年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

4 平成３０年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

5 平成３０年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

6 平成３０年度千葉市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

7
平成３０年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第１
号）

別冊

8 平成３０年度千葉市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

9 平成３０年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

10 平成３０年度千葉市公債管理特別会計補正予算（第１号） 別冊

11 平成３０年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号） 別冊

12 平成３０年度千葉市下水道事業会計補正予算（第３号） 別冊

13 平成３１年度千葉市一般会計予算 別冊

14 平成３１年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

15 平成３１年度千葉市介護保険事業特別会計予算 別冊

16 平成３１年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

17 平成３１年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 別冊

18 平成３１年度千葉市霊園事業特別会計予算 別冊

19 平成３１年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算 別冊

20 平成３１年度千葉市競輪事業特別会計予算 別冊

21 平成３１年度千葉市地方卸売市場事業特別会計予算 別冊

22 平成３１年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計予算 別冊

23 平成３１年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算 別冊

24 平成３１年度千葉市動物公園事業特別会計予算 別冊

25 平成３１年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算 別冊

平成３１年第１回千葉市議会定例会議案件名

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

26 平成３１年度千葉市学校給食事業特別会計予算 別冊

27 平成３１年度千葉市公債管理特別会計予算 別冊

28 平成３１年度千葉市病院事業会計予算 別冊

29 平成３１年度千葉市下水道事業会計予算 別冊

30 平成３１年度千葉市水道事業会計予算 別冊

31 千葉市個人情報保護条例の一部改正について 4

32 法令等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 7

33
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に
ついて

9

34 千葉市行政財産使用料条例等の一部改正について 10

35 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 27

36
千葉市ハーモニープラザ設置管理条例及び千葉市コミュニティセンター設
置管理条例の一部改正について

29

37
千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員
等の基準に関する条例の一部改正について

37

38 千葉市国民健康保険条例の一部改正について 40

39 千葉市霊園設置管理条例の一部改正について 44

40
千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部
改正について

45

41 千葉市介護保険条例の一部改正について 46

42
千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め
る条例の一部改正につい て

48

43 千葉市火災予防条例の一部改正について 51

44 千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 53

45 千葉市区の設置等に関する条例の一部改正について 54

46 千葉市文化センター設置管理条例の一部改正について 55

47 千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部改正について 57

48 千葉市ナイトタイムエコノミー推進審議会設置条例の制定について 60

49 千葉市地方卸売市場業務条例の一部改正について 62

50 母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について 64

51 千葉市公民館設置管理条例の一部改正について 66



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

52 千葉市バリアフリー基本構想推進協議会設置条例の制定について 68

53 千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例の制定について 71

54 千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 74

55 千葉市下水道条例の一部改正について 77

56 千葉市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 79

57 千葉市水道給水条例の一部改正について 80

58
千葉市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例
の一部改正について

82

59 財産の処分について(旧千葉市文化交流プラザの土地及び建物等) 84

60 工事請負契約について(千葉市新庁舎整備工事) 86

61 工事請負契約について(千葉市美術館拡張整備工事) 88

62 工事請負契約について(千葉市新清掃工場建設工事) 89

63 指定管理者の指定について（千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場） 91

64 包括外部監査契約について 92

65 市道路線の認定及び廃止について 93



議案第１号 

   専決処分について 

 平成３１年１月１７日専決処分により、「京葉線海浜幕張駅南口駅前

広場昇降機外建築工事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額を

変更したので承認を求める。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額 

  変更前 ２９１，２７６，０００円 

  変更後 ３０８，６７３，７２０円 
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（参考） 

   工事請負契約について 

 

１ 工事名称 京葉線海浜幕張駅南口駅前広場昇降機外建築工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区ひび野２丁目地内 

３ 工事概要（１）エレベーター・エスカレーター建屋 １棟 

      （２）シェルター 一式 

４ 契約方法 指名競争入札 

５ 契約金額 ２９１，２７６，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成３１年７月１８日まで 

（契約締結日 平成３０年９月２１日） 

７ 請 負 者 千葉市中央区登戸１丁目２３番４号 

  日幸建設株式会社 

  代表取締役 宍倉 幸信 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  京葉線海浜幕張駅南口駅前広場昇降機外建築工事に係る工事請負契

約の契約金額を変更することについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の規定に基づき、報告

するものであります。 
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議案第３１号 

千葉市個人情報保護条例の一部改正について 

千葉市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

千葉市個人情報保護条例（平成１７年千葉市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第９号を同条第１０号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（11）本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

第２条第８号中「以下第１５条」を「第１５条」に改め、同号を同条

第９号とし、同条中第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第２号

の次に次の１号を加える。 

（３）要配慮個人情報 本人の人種、信条（思想及び信仰に関するもの

を含む。第７条第３項において同じ。）、社会的身分、病歴、犯罪

の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、

偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要す

るものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

第６条第１項中「次に」を「、次に」に改め、同項中第７号を第８号

とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１

号を加える。 

（５）個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

第６条第４項中「すべて」を「全て」に改める。 

第７条第３項中「思想、信条及び宗教」を「要配慮個人情報のうち、

信条」に、「並びに」を「及び」に改める。 

第１０条第２項中「提供しようとするときは、あらかじめ審議会の意

見を聴くものとする」を「提供したときは、遅滞なく、その旨を審議会

に報告しなければならない」に改め、同条第３項中「実施機関は、」の

次に「他の」を、「保有する個人情報を」の次に「当該」を加え、  
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「）を行う」を「以下この項及び次項において「オンライン結合」とい

う。）を開始しようとする」に、「審議会」を「、審議会」に改め、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１）法令等に基づいてオンライン結合を開始しようとするとき。 

（２）国等との間においてオンライン結合を開始しようとするとき。 

第１０条に次の２項を加える。 

４ 実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文の規定が適用され

ない場合であって、オンライン結合を開始したときは、遅滞なく、そ

の旨を審議会に報告しなければならない。 

５ 第７条第５項の規定は、第２項及び前項の規定による報告があった

場合について準用する。 

第１５条第２号中「開示請求者」を「開示することにより、開示請求

者」に改める。 

第２１条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第３６条第１項第２号中「第１０条第２項若しくは第３項」を「第 

１０条第３項」に改める。 

第６０条中「すべて」を「全て」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条第８

号並びに第６条第１項及び第４項の改正規定、第１０条第３項の改正規

定（「審議会」を「、審議会」に改める部分に限る。）並びに第１５条

第２号、第２１条第１項及び第６０条の改正規定は、公布の日から施行

する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の一部改正を踏

まえ要配慮個人情報の定義等を定めるとともに、個人情報の提供に係

る手続を改めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 
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議案第３２号 

法令等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

法令等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

法令等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

（千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２５年千葉市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項

第２号」に改める。 

（千葉市証明等手数料条例の一部改正） 

第２条 千葉市証明等手数料条例（昭和２２年千葉市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中第２２号を削り、第２３号を第２２号とし、第２４号から

第３７号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第４条中「第２条第２４号」を「第２条第２２号」に改める。 

（千葉市病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設等に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設等に関

する基準を定める条例（平成２７年千葉市条例第７５号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条第１号中「第１５条の２」を「第１５条の３第２項」に改め

る。 

（千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一

部改正） 

第４条 千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

（平成２９年千葉市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条（見出しを含む。）中「第１２条第２号」を「第１３条第２

7



号」に改める。 

  第３条第１項中「第１２条第１号」を「第１３条第１号」に改める。 

（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び

千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 次に掲げる条例の規定中「第３３条の７」を「第６条の２第１

項」に改める。 

（１）千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）第１２条 

（２）千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号）第

１４条第１項の表第１２条の項 

（千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第６条 千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４８号）の一部を次

のように改正する。 

  第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は、平成

３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  法令等の改正に伴い、規定の整備を図るため、条例を制定しようと

するものであります。 
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議案第３３号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

附則第１４項から第２１項まで及び附則第２３項から第２７項までの

規定中「平成３１年３月３１日」を「平成３２年３月３１日」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

財政状況を踏まえ、市長等の給与の減額措置を継続するため、条例

の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３４号 

千葉市行政財産使用料条例等の一部改正について 

 千葉市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例 

（千葉市行政財産使用料条例の一部改正） 

第１条 千葉市行政財産使用料条例（昭和３９年千葉市条例第３３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号及び第３項中「１００分の１０８」を「１００

分の１１０」に改める。 

（千葉市保健所使用料及び手数料条例の一部改正） 

第２条 千葉市保健所使用料及び手数料条例（昭和６３年千葉市条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉市休日救急診療所条例の一部改正） 

第３条 千葉市休日救急診療所条例（平成４年千葉市条例第５３号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第３項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

め、同条第４項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉市大宮学園設置管理条例の一部改正） 

第４条 千葉市大宮学園設置管理条例（昭和４３年千葉市条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第２項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉市桜木園設置管理条例の一部改正） 

第５条 千葉市桜木園設置管理条例（昭和４６年千葉市条例第５３号）

の一部を次のように改正する。 

第１０条第２項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 
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（千葉市療育センター設置管理条例の一部改正） 

第６条 千葉市療育センター設置管理条例（昭和５６年千葉市条例第 

１４号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第２項中「１００分の１０５」を「１００分の１１０」に

改め、同条第３項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例の一部改正） 

第７条 千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例（平成５年千葉市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第１項の表中「９３０円」を「９４０円」に改める。 

別表第２第２項第２号の表中「４，５１０円」を「４，５９０円」

に、「９，０５０円」を「９，２１０円」に、「２，２５０円」を

「２，２９０円」に、「２，２２０円」を「２，２６０円」に、「４，

４７０円」を「４，５５０円」に、「１，１１０円」を「１，１３０

円」に、「２，２３０円」を「２，２７０円」に改める。 

 （千葉市路外駐車場条例の一部改正） 

第８条 千葉市路外駐車場条例（昭和５８年千葉市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１項の表中「２，０４０円」を「２，０７０円」に、「２０，

５７０円」を「２０，９５０円」に改める。 

  別表第２項の表中「７１０円」を「７２０円」に改める。 

（千葉市民会館設置管理条例の一部改正） 

第９条 千葉市民会館設置管理条例（昭和４８年千葉市条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１中「１０１，０８０円」を「１０２，９５０円」に、 

「１３１，４１０円」を「１３３，８４０円」に、「３２，９９０

円」を「３３，６００円」に、「４４，４５０円」を「４５，２７０

円」に、「７，０１０円」を「７，１３０円」に、「１３，１７０

円」を「１３，４１０円」に、「２，６７０円」を「２，７１０円」

に改める。 

（千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例の一部改正） 

第１０条 千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例（昭和６３年千葉
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市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１号の表中「１，６００円」を「１，６２０円」に、「１，

０８０円」を「１，１００円」に改める。 

別表第２号の表中「８００円」を「８１０円」に改める。 

別表第３号の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

（千葉市文化ホール設置管理条例の一部改正） 

第１１条 千葉市文化ホール設置管理条例（平成３年千葉市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第１項の表中「５７，０２０円」を「５８，０７０円」に、

「６８，４００円」を「６９，６６０円」に、「３，０６０円」を

「３，１１０円」に、「９，０３０円」を「９，１９０円」に改める。 

別表第２第２項の表中「４８，３４０円」を「４９，２３０円」に、

「５７，６００円」を「５８，６６０円」に、「１９，５４０円」を

「１９，９００円」に、「２３，６５０円」を「２４，０８０円」に、

「２，６７０円」を「２，７１０円」に、「２４，６８０円」を 

「２５，１３０円」に、「９，０５０円」を「９，２１０円」に、

「６，６８０円」を「６，８００円」に、「９，２５０円」を「９，

４２０円」に改める。 

（千葉市スポーツ広場設置管理条例の一部改正） 

第１２条 千葉市スポーツ広場設置管理条例（昭和６２年千葉市条例第

２２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２庭球場使用料の表中「６２０円」を「６３０円」に改める。 

（千葉ポートアリーナ設置管理条例の一部改正） 

第１３条 千葉ポートアリーナ設置管理条例（平成３年千葉市条例第 

２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１施設利用料金（１）専用使用の表中「８０，９４０円」を

「８２，４３０円」に、「３２４，０００円」を「３３０，０００

円」に、「６４８，０００円」を「６６０，０００円」に、「１， 

２９６，０００円」を「１，３２０，０００円」に、「２０，６７０

円」を「２１，０５０円」に、「８１，０６０円」を「８２，５６０

円」に、「１６１，９６０円」を「１６４，９５０円」に、「１０，
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７６０円」を「１０，９５０円」に、「１２，８５０円」を「１３，

０８０円」に改める。 

  別表第１施設利用料金（２）個人使用の表中「１，６１０円」を

「１，６３０円」に改める。 

  別表第２附属設備利用料金の表中「５，４００円」を「５，５００

円」に、「２，６８０円」を「２，７２０円」に、「３２，４００

円」を「３３，０００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００

円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「６，４８０円」

を「６，６００円」に、「５４，０００円」を「５５，０００円」に

改める。 

  別表第３行為許可利用料金の表中「２１，６００円」を「２２， 

０００円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正） 

第１４条 千葉アイススケート場設置管理条例（平成１６年千葉市条例

第３４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「１，４４０円」を「１，４６０円」に、「２３，

６５０円」を「２４，０８０円」に、「９５，６５０円」を「９７，

４２０円」に、「１，３３０円」を「１，３５０円」に、「２０， 

５７０円」を「２０，９５０円」に、「８２０円」を「８３０円」に

改める。 

別表第２項の表中「１２，８５０円」を「１３，０８０円」に改め

る。 

別表第３項の表中「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

別表第４項の表中「２１，６００円」を「２２，０００円」に、

「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉市民ゴルフ場設置管理条例の一部改正） 

第１５条 千葉市民ゴルフ場設置管理条例（平成１９年千葉市条例第 

４６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「４，１１０円」を「４，１８０円」に、「２，

０５０円」を「２，０８０円」に、「６，１７０円」を「６，２８０

円」に、「３，０８０円」を「３，１３０円」に、「２，４６０円」
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を「２，５００円」に、「１，２３０円」を「１，２５０円」に、

「３，７００円」を「３，７６０円」に、「１，８５０円」を「１，

８８０円」に改める。 

別表第２項の表中「２１，６００円」を「２２，０００円」に、

「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正） 

第１６条 千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例（平成５

年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４６条第１項及び第４８条第１項中「１００分の１０８」を 

「１００分の１１０」に改める。 

（千葉市勤労市民プラザ設置管理条例の一部改正） 

第１７条 千葉市勤労市民プラザ設置管理条例（平成３年千葉市条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２第１項第１号の表中「２９，１２０円」を「２９，６５０

円」に、「２３，２９０円」を「２３，７２０円」に、「６，５６０

円」を「６，６８０円」に、「５，２４０円」を「５，３３０円」に、

「３，９６０円」を「４，０３０円」に、「３，１６０円」を「３，

２１０円」に、「１１，８５０円」を「１２，０６０円」に、「９，

４８０円」を「９，６５０円」に改める。 

別表第２第１項第２号の表中「６，１７０円」を「６，２８０円」

に、「４，９３０円」を「５，０２０円」に改める。 

別表第２第１項第３号の表中「６２０円」を「６３０円」に改める。 

別表第２第１項第４号イの表中「１８，０８０円」を「１８，  

４１０円」に、「１４，４６０円」を「１４，７２０円」に、「９，

０２０円」を「９，１８０円」に、「７，２１０円」を「７，３４０

円」に改める。 

別表第２第２項第１号の表中「２６，４４０円」を「２６，９２０

円」に、「２１，１４０円」を「２１，５３０円」に、「１３，  

２１０円」を「１３，４５０円」に、「１０，５７０円」を「１０，

７６０円」に、「１８，５４０円」を「１８，８８０円」に、「１４，

８２０円」を「１５，０９０円」に、「３，９６０円」を「４，  
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０３０円」に、「３，１５０円」を「３，２００円」に、「６，  

５６０円」を「６，６８０円」に、「５，２３０円」を「５，３２０

円」に、「５，２６０円」を「５，３５０円」に、「４，２００円」

を「４，２７０円」に、「１０，５５０円」を「１０，７４０円」に、

「８，４３０円」を「８，５８０円」に、「１２，９６０円」を 

「１３，２００円」に、「１０，３６０円」を「１０，５５０円」に

改める。 

別表第２第２項第２号イの表中「１８，０８０円」を「１８，  

４１０円」に、「１４，４６０円」を「１４，７２０円」に、「９，

０２０円」を「９，１８０円」に、「７，２１０円」を「７，３４０

円」に、「４，２８０円」を「４，３５０円」に、「３，４２０円」

を「３，４８０円」に改める。 

（千葉ポートタワー設置管理条例の一部改正） 

第１８条 千葉ポートタワー設置管理条例（昭和６１年千葉市条例第 

１７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「６３０円」を「６４０円」に改める。 

（千葉市農業者健康増進施設設置管理条例の一部改正） 

第１９条 千葉市農業者健康増進施設設置管理条例（昭和５９年千葉市

条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  別表多目的ホール使用料（１）専用使用の表中「８５０円」を 

「８６０円」に、「１，１８０円」を「１，２００円」に、「１， 

３８０円」を「１，４００円」に、「６３０円」を「６４０円」に、

「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，７１０円」を「１，

７４０円」に、「２，４６０円」を「２，５００円」に、「２，  

７９０円」を「２，８４０円」に改める。 

（千葉市ふるさと農園設置管理条例の一部改正） 

第２０条 千葉市ふるさと農園設置管理条例（平成２年千葉市条例第 

２２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「７５０円」を「７６０円」に改める。 

別表第２項の表中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 
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（千葉市都市農業交流センター設置管理条例の一部改正） 

第２１条 千葉市都市農業交流センター設置管理条例（平成１８年千葉

市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

別表第３第１項の表中「６１０円」を「６２０円」に改める。 

別表第３第２項の表中「１０，２８０円」を「１０，４７０円」に、

「２０，５７０円」を「２０，９５０円」に、「２，０５０円」を

「２，０８０円」に改める。 

（千葉市生涯学習センター設置管理条例の一部改正） 

第２２条 千葉市生涯学習センター設置管理条例（平成１２年千葉市条

例第６６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「５２，２５０円」を「５３，２１０円」に、「８， 

９２０円」を「９，０８０円」に、「２５，４６０円」を「２５， 

９３０円」に、「１２，３３０円」を「１２，５５０円」に、「１０，

８９０円」を「１１，０９０円」に、「５，６３０円」を「５，  

７３０円」に、「２４，６００円」を「２５，０５０円」に、「９，

０５０円」を「９，２１０円」に、「２１，７１０円」を「２２， 

１１０円」に、「２２，８００円」を「２３，２２０円」に、「１３，

５６０円」を「１３，８１０円」に、「１０，０００円」を「１０，

１８０円」に、「３，２００円」を「３，２５０円」に、「１，  

２７０円」を「１，２９０円」に、「９８０円」を「９９０円」に、

「１３，２５０円」を「１３，４９０円」に改める。 

（千葉市科学館設置管理条例の一部改正） 

第２３条 千葉市科学館設置管理条例（平成１８年千葉市条例第４４

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表及び第２項の表中「６１０円」を「６２０円」に改

める。 

別表第３項の表中「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

（千葉市都市公園条例の一部改正） 

第２４条 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

第１６条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に
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改める。 

別表第６備考４第５号中「１００分の１０８」を「１００分の  

１１０」に改める。 

別表第８第１項の表中「１，２８０円」を「１，３００円」に、

「１，７１０円」を「１，７４０円」に、「２，９９０円」を「３，

０４０円」に改める。 

別表第９第１項第１号アの表中「１，９２０円」を「１，９５０

円」に、「３，８６０円」を「３，９３０円」に、「４，８５０円」

を「４，９３０円」に、「１，２００円」を「１，２２０円」に、

「１，１５０円」を「１，１７０円」に、「１，８５０円」を「１，

８８０円」に、「２，３１０円」を「２，３５０円」に、「５６０

円」を「５７０円」に、「６８０円」を「６９０円」に、「１，  

３８０円」を「１，４００円」に、「２，０７０円」を「２，１００

円」に、「１９，３２０円」を「１９，６７０円」に、「４，８２０

円」を「４，９００円」に改める。 

別表第９第１項第１号イの表中「３８，８２０円」を「３９，  

５３０円」に、「１９，３２０円」を「１９，６７０円」に、「４，

８４０円」を「４，９２０円」に、「１６，９７０円」を「１７， 

２８０円」に、「８，４８０円」を「８，６３０円」に、「２，  

１００円」を「２，１３０円」に、「１２１，４９０円」を「１２３，

７３０円」に、「６０，７２０円」を「６１，８４０円」に、「１５，

１８０円」を「１５，４６０円」に改める。 

別表第９第１項第２号の表中「１，４２０円」を「１，４４０円」

に、「２，８４０円」を「２，８９０円」に、「６８０円」を  

「６９０円」に、「１，３６０円」を「１，３８０円」に、「９２０

円」を「９３０円」に改める。 

別表第９第１項第３号の表中「１，０８０円」を「１，１００円」

に、「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

別表第９第１項第４号の表中「３，４４０円」を「３，５００円」

に、「３，２９０円」を「３，３５０円」に、「１７，２８０円」を

「１７，６００円」に改める。 
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別表第９第２項第１号の表中「６，４８０円」を「６，６００円」

に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「１，６１０円」を

「１，６５０円」に、「２，３１０円」を「２，３５０円」に、「１，

１５０円」を「１，１７０円」に、「２２，５２０円」を「２２， 

９３０円」に、「１１，２６０円」を「１１，４６０円」に改める。 

別表第９第２項第２号の表中「１，２７０円」を「１，２９０円」

に、「６１０円」を「６２０円」に改める。 

別表第９第２項第３号の表中「２，１６０円」を「２，２００円」

に、「２，０５０円」を「２，０８０円」に改める。 

別表第９第３項第２号アの表中「６２０円」を「６３０円」に改め

る。 

別表第９第４項第１号アの表中「７，７５０円」を「７，８９０

円」に、「１５，５３０円」を「１５，８１０円」に、「２３，   

２８０円」を「２３，７１０円」に、「２，５７０円」を「２，  

６１０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「６，  

６３０円」を「６，７５０円」に、「９，８７０円」を「１０，  

０５０円」に、「１，１１０円」を「１，１３０円」に改める。 

別表第９第４項第１号イの表中「１１６，６４０円」を「１１８，

８００円」に、「１２，９６０円」を「１３，２００円」に、「５０，

９１０円」を「５１，８５０円」に、「５，６４０円」を「５，  

７４０円」に改める。 

別表第９第５項第１号アの表中「６，７８０円」を「６，９００

円」に、「４０，８００円」を「４１，５５０円」に、「１７０， 

０９０円」を「１７３，２３０円」に、「１０，１８０円」を「１０，

３６０円」に、「５１，０００円」を「５１，９４０円」に、  

「２３８，１３０円」を「２４２，５３０円」に、「１６，９８０

円」を「１７，２９０円」に、「９１，８４０円」を「９３，５４０

円」に、「４０８，２４０円」を「４１５，８００円」に、「２７，

１９０円」を「２７，６９０円」に、「１６３，２７０円」を  

「１６６，２９０円」に、「６８０，４００円」を「６９３，０００

円」に、「４，２３０円」を「４，３００円」に、「２２，９５０

18



円」を「２３，３７０円」に、「１０２，０５０円」を「１０３，  

９３０円」に改める。 

別表第９第５項第１号イの表中「３，３９０円」を「３，４５０

円」に、「２０，３９０円」を「２０，７６０円」に、「５，０９０

円」を「５，１８０円」に、「２５，４９０円」を「２５，９６０

円」に、「８，４８０円」を「８，６３０円」に、「４５，９１０

円」を「４６，７６０円」に、「１３，５８０円」を「１３，８３０

円」に、「８１，６２０円」を「８３，１３０円」に、「２，１００

円」を「２，１３０円」に、「１１，４７０円」を「１１，６８０

円」に改める。 

別表第９第５項第１号オの表中「１，８００円」を「１，８３０

円」に改める。 

別表第９第５項第２号アの表中「４，５１０円」を「４，５９０

円」に、「２，２５０円」を「２，２９０円」に、「９，０５０円」

を「９，２１０円」に、「１，１２０円」を「１，１４０円」に改め

る。 

別表第９第６項の表中「１，２８０円」を「１，３００円」に、

「１，７１０円」を「１，７４０円」に、「２，９９０円」を「３，

０４０円」に改める。 

別表第９第７項第１号の表中「６，２７０円」を「６，３８０円」

に、「３，０８０円」を「３，１３０円」に、「２，０００円」を

「２，０３０円」に、「２６，７３０円」を「２７，２２０円」に改

め、同表備考中「１，２４０円」を「１，２６０円」に改める。 

別表第９第７項第２号の表中「５，２３０円」を「５，３２０円」

に、「１０，４８０円」を「１０，６７０円」に、「１，６７０円」

を「１，７００円」に、「２，０８０円」を「２，１１０円」に改め

る。 

別表第９第８項第２号の表中「１，３８０円」を「１，４００円」

に、「１，８５０円」を「１，８８０円」に、「３，２３０円」を

「３，２８０円」に、「５５０円」を「５６０円」に改める。 

別表第９第９項の表中「９，７２０円」を「９，９００円」に、
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「１２，９６０円」を「１３，２００円」に、「２２，６８０円」を

「２３，１００円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、

「１，６００円」を「１，６２０円」に、「２，１６０円」を「２，

２００円」に、「３，７６０円」を「３，８２０円」に、「６，  

４８０円」を「６，６００円」に、「１，０８０円」を「１，１００

円」に、「９２０円」を「９３０円」に、「１，２３０円」を「１，

２５０円」に、「２，１５０円」を「２，１８０円」に改める。 

別表第９第１０項の表中「２，８９０円」を「２，９４０円」に、

「３，８５０円」を「３，９２０円」に、「６，７４０円」を「６，

８６０円」に、「９５０円」を「９６０円」に、「２，２００円」を

「２，２４０円」に、「２，９３０円」を「２，９８０円」に、「５，

１３０円」を「５，２２０円」に、「７３０円」を「７４０円」に改

める。 

別表第９第１１項の表中「３，２４０円」を「３，３００円」に、

「４，３２０円」を「４，４００円」に、「７，５６０円」を「７，

７００円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

別表第９第１２項の表中「９２０円」を「９３０円」に、「１， 

２３０円」を「１，２５０円」に、「２，１５０円」を「２，１８０

円」に改める。 

別表第９第１３項第１号の表中「２，２５０円」を「２，２９０

円」に、「４，５００円」を「４，５８０円」に、「１，１２０円」

を「１，１４０円」に改める。 

別表第９第１４項第１号の表中「１，２７０円」を「１，２９０

円」に、「２，５４０円」を「２，５８０円」に、「３，２４０円」

を「３，３００円」に、「８００円」を「８１０円」に、「６１０

円」を「６２０円」に、「１，２２０円」を「１，２４０円」に、

「１，５４０円」を「１，５６０円」に、「９２０円」を「９３０

円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

（青葉の森スポーツプラザ管理条例の一部改正） 

第２５条 青葉の森スポーツプラザ管理条例（昭和６２年千葉市条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 
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別表第１項第１号の表中「３，２４０円」を「３，３００円」に、

「６，４８０円」を「６，６００円」に、「８，０９０円」を「８，

２３０円」に、「６４，８００円」を「６６，０００円」に、「１，

５４０円」を「１，５６０円」に、「３，０８０円」を「３，１３０

円」に、「３，８５０円」を「３，９２０円」に、「３２，４００

円」を「３３，０００円」に、「９９０円」を「１，０００円」に、

「１，９８０円」を「２，０１０円」に、「２，４６０円」を「２，

５００円」に、「２０，８２０円」を「２１，２００円」に、「９，

７２０円」を「９，９００円」に、「１９，４４０円」を「１９， 

８００円」に、「２４，２９０円」を「２４，７３０円」に、  

「１９４，４００円」を「１９８，０００円」に改める。 

別表第１項第２号の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、

「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

別表第２項第１号の表中「４，０２０円」を「４，０９０円」に、

「８，０４０円」を「８，１８０円」に、「９，７２０円」を「９，

９００円」に、「８１，０００円」を「８２，５００円」に、「１，

９２０円」を「１，９５０円」に、「３，８４０円」を「３，９１０

円」に、「４，６２０円」を「４，７００円」に、「４０，２６０

円」を「４１，０００円」に、「１，２３０円」を「１，２５０円」

に、「２，４６０円」を「２，５００円」に、「３，０８０円」を

「３，１３０円」に、「２５，７６０円」を「２６，２３０円」に、

「１２，１２０円」を「１２，３４０円」に、「２４，２４０円」を

「２４，６８０円」に、「２９，１６０円」を「２９，７００円」に、

「２４３，０００円」を「２４７，５００円」に改める。 

別表第２項第３号の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、

「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

別表第３項第１号の表中「６２０円」を「６３０円」に改める。 

別表第３項第２号の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に改

める。 

別表第４項第１号の表中「１，２７０円」を「１，２９０円」に、

「２，５４０円」を「２，５８０円」に、「３，２４０円」を「３，
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３００円」に、「６１０円」を「６２０円」に、「１，２２０円」を

「１，２４０円」に、「１，５４０円」を「１，５６０円」に、 

「９２０円」を「９３０円」に、「１，０８０円」を「１，１００

円」に改める。 

（千葉マリンスタジアム設置管理条例の一部改正） 

第２６条 千葉マリンスタジアム設置管理条例（平成元年千葉市条例第

３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項第１号アの表中「９，７２０円」を「９，９００円」に、

「４，７３０円」を「４，８１０円」に、「３，０８０円」を「３，

１３０円」に改める。 

別表第１項第１号イの表中「１９，４４０円」を「１９，８００

円」に、「３８，８８０円」を「３９，６００円」に、「９７，  

２００円」を「９９，０００円」に、「９，５６０円」を「９，  

７３０円」に、「１９，３３０円」を「１９，６８０円」に、「４８，

４４０円」を「４９，３３０円」に、「６，３７０円」を「６，  

４８０円」に、「１２，８５０円」を「１３，０８０円」に、「３２，

４００円」を「３３，０００円」に改める。 

別表第１項第２号アの表中「６４８，０００円」を「６６０，  

０００円」に、「８１０，０００円」を「８２５，０００円」に、

「１９，４４０円」を「１９，８００円」に改める。 

別表第１項第２号イの表中「５４０，０００円」を「５５０，  

０００円」に、「１，０８０，０００円」を「１，１００，０００

円」に、「４８６，０００円」を「４９５，０００円」に、「９７２，

０００円」を「９９０，０００円」に改める。 

別表第２項の表中「５，４００円」を「５，５００円」に、「２，

６８０円」を「２，７２０円」に、「１，６００円」を「１，６２０

円」に、「４３，２００円」を「４４，０００円」に、「２１，  

６００円」を「２２，０００円」に、「１０，８００円」を「１１，

０００円」に、「８，６４０円」を「８，８００円」に、「１，  

０８０円」を「１，１００円」に、「６，４８０円」を「６，６００

円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「２，１６０円」
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を「２，２００円」に、「１６２，０００円」を「１６５，０００

円」に、「１９，４４０円」を「１９，８００円」に、「３２，  

４００円」を「３３，０００円」に、「１０８，０００円」を  

「１１０，０００円」に改める。 

（千葉市道路占用料条例の一部改正） 

第２７条 千葉市道路占用料条例（昭和３０年千葉市条例第３３号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

（千葉市法定外水路条例の一部改正） 

第２８条 千葉市法定外水路条例（平成１７年千葉市条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１項の表備考４第５号中「１００分の１０８」を「１００分

の１１０」に改める。 

（千葉市河川管理条例の一部改正） 

第２９条 千葉市河川管理条例（平成１２年千葉市条例第２９号）の一

部を次のように改正する。 

別表第２項の表備考４第５号中「１００分の１０８」を「１００分

の１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条から第６条ま

で及び第１６条の規定は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （使用料の経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第２条第１

項第２号及び第３項、第３条の規定による改正後の千葉市休日救急診

療所条例第６条第３項、第６条の規定による改正後の千葉市療育セン

ター設置管理条例第１２条第２項、第１２条の規定による改正後の千

葉市スポーツ広場設置管理条例別表第２、第１９条の規定による改正

後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第２４条の規定に

よる改正後の千葉市都市公園条例第１６条第１項及び別表第８並びに
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第２５条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表

の規定は、平成３１年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の

使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療

に係る使用料については、なお従前の例による。 

（診断書の交付に係る手数料の経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の千葉市保健所使用料及び手数料条例第

２条第３項、第３条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例

第６条第４項、第４条の規定による改正後の千葉市大宮学園設置管理

条例第１１条第２項、第５条の規定による改正後の千葉市桜木園設置

管理条例第１０条第２項及び第６条の規定による改正後の千葉市療育

センター設置管理条例第１２条第３項の規定は、適用日以後の診断書、

証明書その他の文書の交付に係る手数料について適用し、適用日前の

診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料については、なお従

前の例による。 

（利用料金の経過措置） 

４ 第７条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理

条例別表第２、第８条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別

表、第９条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第１、

第１１条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第

２、第１３条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例

別表第１から別表第３まで、第１４条の規定による改正後の千葉アイ

ススケート場設置管理条例別表、第１５条の規定による改正後の千葉

市民ゴルフ場設置管理条例別表、第１７条の規定による改正後の千葉

市勤労市民プラザ設置管理条例別表第２、第２０条の規定による改正

後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第２１条の規定による改

正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第３、第２２条

の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第２、

第２４条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第９及び第 

２６条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表

の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日

前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。 
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（市民ギャラリー・いなげの利用料金の経過措置） 

５ 第１０条の規定による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管

理条例別表第１号及び第２号の規定は、適用日以後の使用に係る利用

料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、な

お従前の例による。 

６ 第１０条の規定による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管

理条例別表第３号の規定は、適用日以後の観覧に係る利用料金につい

て適用し、適用日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例

による。 

 （一般廃棄物処理手数料の経過措置） 

７ 第１６条の規定による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用

等に関する条例第４６条第１項の規定は、適用日以後の一般廃棄物の

収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、適用日前の一般廃

棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例に

よる。 

 （産業廃棄物処分費用の経過措置） 

８ 第１６条の規定による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用

等に関する条例第４８条第１項の規定は、適用日以後の産業廃棄物の

処分に係る処分費用について適用し、適用日前の産業廃棄物の処分に

係る処分費用については、なお従前の例による。 

 （千葉ポートタワーの利用料金の経過措置） 

９ 第１８条の規定による改正後の千葉ポートタワー設置管理条例別表

の規定は、適用日以後の入館に係る利用料金について適用し、適用日

前の入館に係る利用料金については、なお従前の例による。 

 （科学館の利用料金の経過措置） 

10 第２３条の規定による改正後の千葉市科学館設置管理条例別表の規

定は、適用日以後の観覧及び利用に係る利用料金について適用し、適

用日前の観覧及び利用に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。 

 （占用料の経過措置） 

11 第２４条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第６備考４
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第５号、第２７条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第２条

第２項、第２８条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第

１項の表備考４第５号及び第２９条の規定による改正後の千葉市河川

管理条例別表第２項の表備考４第５号の規定は、適用日以後の占用に

係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、

なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料等を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３５号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年千葉市条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「同法施行令」を「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令」

に改める。 

第３条中「定める災害」の次に「（第５条、第６条、第９条及び第 

１０条において単に「災害」という。）」を加える。 

第７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

第９条中「令第１条第１項に定める」を削る。 

第１４条の見出しを「（保証人及び利率）」に改め、同条中「災害援

護資金は、」の次に「保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立て

ない場合は」を、「年３パーセント」の次に「以内で規則で定める率」

を加え、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てること

ができる。 

第１４条に次の１項を加える。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債

務を負担するものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含す

るものとする。 

第１５条第１項中「半年賦償還」の次に「又は月賦償還」を加え、同

条第２項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。 

附則第２項中「第１４条の」を「第１４条第２項の」に、「、第１４

条」を「、第１４条第２項」に改め、「年３パーセント」の次に「以内

で規則で定める率」を加え、「（保証人を立てる場合にあっては無利
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子）」を削る。 

附則第３項中「第１４条第３項及び第７項」を「第１４条第４項」に

改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条、

第３条、第７条及び第９条の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条の規定は、この条例

の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

る災害援護資金の貸付けについて適用する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資

金の貸付けについて、利率等を定めるとともに、月賦により償還する

ことができることとするほか、規定の整備を図るため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 

28



議案第３６号 

千葉市ハーモニープラザ設置管理条例及び千葉市コミュニティセ

ンター設置管理条例の一部改正について 

千葉市ハーモニープラザ設置管理条例及び千葉市コミュニティセンタ

ー設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市ハーモニープラザ設置管理条例及び千葉市コミュニティセ

ンター設置管理条例の一部を改正する条例 

（千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の一部改正） 

第１条 千葉市ハーモニープラザ設置管理条例（平成１１年千葉市条例

第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び男女共同参画社会の形成」を「並びに男女共同参画

社会の形成及びコミュニティ活動」に改める。 

第２条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４

号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（５）中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館 

第２条に次の１項を加える。 

４ 第１項第５号に掲げる施設については、千葉市コミュニティセン

ター設置管理条例（昭和５４年千葉市条例第５号）に定めるところ

による。 

第３条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同号の次に次の１号

を加える。 

（４）コミュニティ活動の振興に関すること。 

第４条中「障害者相談センター」の次に「及び中央区蘇我コミュニ

ティセンターハーモニープラザ分館」を加える。 

第５条第１号中「第３条各号」を「第３条第１号から第３号まで及

び第５号」に改め、同条第３号中「第１５条第１項」を「第１２条第

１項」に改める。 

第６条第１項中「別表第１に掲げる」を削り、「施設」の次に「の
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うち、障害者福祉センターの多目的ホール及び屋外スポーツ広場」を

加える。 

第９条第１項の表を次のように改める。 

施設名 休館日 

障害者福祉センター 月曜日（その日が国民の祝日に関する法

律に規定する休日に当たるときは、その

日の翌日） 

社会福祉研修センター 日曜日及び土曜日 

男女共同参画センター 月曜日（その日が国民の祝日に関する法

律に規定する休日に当たるときは、その

日の翌日） 

  第９条第２項中「第２条第１項第５号」を「第２条第１項第３号及

び第４号」に改める。 

第１０条第１項の表中 

「 

ことぶき大学校 午前９時から午後５時１５分まで 

社会福祉研修センター 

                             」 

「 

社会福祉研修センター 午前９時から午後５時１５分まで 

                             」 

改め、同表男女共同参画センターの項中「（別表第１男女共同参画セ

ンターの項に掲げる施設にあっては、午後５時）」を削り、同条第２

項中「第２条第１項第５号」を「第２条第１項第３号及び第４号」に

改める。 

 第１１条から第１３条までを削る。 

 第１４条中「使用者」を「第６条第１項の許可を受けた者（次条に

おいて「使用者」という。）」に改め、同条を第１１条とし、第１５

条を第１２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 

を 

に 
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（指定管理者の指定の手続等） 

第１３条 市長は、プラザの管理を適切かつ確実に行うことができる

と認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、

指定管理者として指定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で

定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第２４４条

の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理

の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要

な事項は、規則で定める。 

第１６条を削り、第１７条を第１４条とし、第１８条を第１５条と

する。 

別表第１及び別表第２を削る。 

 （千葉市コミュニティセンター設置管理条例の一部改正） 

第２条 千葉市コミュニティセンター設置管理条例（昭和５４年千葉市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項の表千葉市花見川区畑コミュニティセンターの項中

「千葉市花見川区畑町１３３６番地の２」を「千葉市花見川区畑町 

１３３６番地２」に改め、同表千葉市花見川区幕張コミュニティセン

ターの項中「千葉市花見川区幕張町３丁目７７３０番地の４」を「千

葉市花見川区幕張町３丁目７７３０番地４」に改め、同条中第２項を

第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターに次の分館を置く。 

名称 位置 

千葉市中央区蘇我コミュニティ

センターハーモニープラザ分館 

千葉市中央区千葉寺町１２０８

番地２ 

第６条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項本文の規定にかかわらず、千葉市中央区蘇我コミュニティセ

ンターハーモニープラザ分館の休館日は、千葉市ハーモニープラザ
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設置管理条例（平成１１年千葉市条例第３３号）第９条第１項に規

定するプラザの休館日（同項の表に掲げる施設の休館日を除く。）

の例による。 

  第１７条中「ついては、」を「ついては」に改め、「昭和３４年千

葉市条例第２０号）」の次に「、千葉市中央区蘇我コミュニティセン

ターハーモニープラザ分館の管理については千葉市ハーモニープラザ

設置管理条例」を加える。 

  附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

  附則第２項に見出しとして「（千葉市中央コミュニティセンター設

置管理条例の廃止）」を付する。 

  附則第３項に見出しとして「（経過措置）」を付する。 

  附則に次の１項を加える。 

 （指定管理者の指定の手続等の特例） 

４ 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館の

指定管理者の指定（平成３３年３月３１日以前を期間の終期とする

ものに限る。）の手続については、第１５条第１項から第４項まで

の規定にかかわらず、市長は、当該施設の管理を適切かつ確実に行

うことができると認める法人等を、その申請により、議会の議決を

経て、指定管理者として指定するものとする。この場合において、

同条第５項中「前項」とあるのは「附則第４項前段」と、同条第６

項中「前各項」とあるのは「前項及び附則第４項」とする。 

  別表第１千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの項を次のように

改める。 

千葉市中央区蘇我

コミュニティセン

ター 

ロビー 幼児室 創作室 創作準備室 講習

室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サ

ークル室 大広間 多目的ホール ホール   

エアロビクス室 図書室 トレーニング室  

体育館 

ハーモニープラザ分館 

創作室 講習室 美術・工芸室 陶芸作業

室 料理実習室 和室 茶室 多目的室 音

楽室 フィットネスルーム ハーモニーホー

ル 
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別表第２第１項第１号の表中「９１０円」を「９２０円」に、 

「６７０円」を「６８０円」に、「５９０円」を「６００円」に、

「６１０円」を「６２０円」に、「１，０１０円」を「１，０２０円」

に改める。 

別表第２第１項第２号の表中「６６０円」を「６７０円」に、 

「６５０円」を「６６０円」に、「６４０円」を「６５０円」に、

「６３０円」を「６４０円」に、「６７０円」を「６８０円」に、

「３，１６０円」を「３，２１０円」に、 

 「 

エアロビクス室  ４４０円 

                              」 

 「 

エアロビクス室  ４４０円 

ハ ー モ ニ

ー プ ラ ザ

分館 

創作室  ４４０円 

講習室１  ２５０円 

講習室２  ２１０円 

講習室３  ４４０円 

講習室４  ４４０円 

美 術 ・ 工

芸室 

 ４７０円 

陶 芸 作 業

室 

 ５９０円 

料 理 実 習

室 

 ４４０円 

和室１  １７０円 

和室２  １５０円 

茶室１  ３０円 

茶室２  ２０円 

多目的室  ４８０円 

 音楽室  ３５０円 

を 

に 
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ハ ー モ ニ

ーホール 

 １，８３０円 

                              」 

 改める。 

  別表第２第１項第４号の表中「８００円」を「８１０円」に、「１，

１３０円」を「１，１５０円」に改める。 

  別表第２第１項第５号の表中「１，８４０円」を「１，８７０円」

に改める。 

  別表第２第１項第６号の表中「５７０円」を「５８０円」に、 

「６４０円」を「６５０円」に、「１，６８０円」を「１，７１０円」

に改める。 

  別表第２第１項第７号の表中「５４０円」を「５５０円」に、「１，

２６０円」を「１，２８０円」に改める。 

  別表第２第１項第８号の表中「１，１００円」を「１，１２０円」

に改める。 

  別表第２第１項第９号の表中「６２０円」を「６３０円」に、「１，

３３０円」を「１，３５０円」に改める。 

  別表第２第１項第１０号の表中「１，５８０円」を「１，６００円」

に改める。 

  別表第２第１項第１１号の表中「１，２８０円」を「１，３００円」

に、「６１０円」を「６２０円」に改める。 

  別表第２第１項第１２号の表中「５５０円」を「５６０円」に、

「７００円」を「７１０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、

「６５０円」を「６６０円」に、「８８０円」を「８９０円」に改め

る。 

  別表第２第２項中「剣道場利用料金」を「剣道場・フィットネスル

ーム利用料金」に改め、同項第２号アの表中「４，５１０円」を「４，

５９０円」に、「９，０５０円」を「９，２１０円」に、「２，  

２５０円」を「２，２９０円」に、「２，２２０円」を「２，   

２６０円」に、「４，４７０円」を「４，５５０円」に、「１，  

１１０円」を「１，１３０円」に、「２，２３０円」を「２，   
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２７０円」に改める。 

別表第２第２項第２号イ中「剣道場」を「剣道場・フィットネスル

ーム」に改め、同号イの表中「２，１６０円」を「２，２００円」に、

「４，３６０円」を「４，４４０円」に、「１，０８０円」を「１，

１００円」に、「２，１８０円」を「２，２２０円」に改める。 

別表第２第５項の表に次のように加える。 

陶芸窯 １回につき ３，３００円 

   附 則 

１ この条例は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、第２条中

千葉市コミュニティセンター設置管理条例第１条第１項の表及び別表

第２第１項第１号の表の改正規定、同項第２号の表の改正規定 

（「６６０円」を「６７０円」に、「６５０円」を「６６０円」に、

「６４０円」を「６５０円」に、「６３０円」を「６４０円」に、

「６７０円」を「６８０円」に、「３，１６０円」を「３，２１０円」

に改める部分に限る。）並びに同項第４号の表、同項第５号の表、同

項第６号の表、同項第７号の表、同項第８号の表、同項第９号の表、

同項第１０号の表、同項第１１号の表、同項第１２号の表並びに別表

第２第２項第２号アの表及び同号イの表の改正規定並びに次項の規定

は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例

第１３条第１項の規定による指定管理者の指定の手続及び第２条の規

定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例附則第４

項前段の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日

前においても行うことができる。 

３ 第２条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理

条例別表第２の規定（千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモ

ニープラザ分館に係るものを除く。）は、平成３１年１０月１日以後

の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金

については、なお従前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

ハーモニープラザのことぶき大学校を廃止するとともに、蘇我コミ

ュニティセンターハーモニープラザ分館を設置するほか、所要の改正

を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３７号 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係

る人員等の基準に関する条例の一部改正について 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人

員等の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係

る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人

員等の基準に関する条例（平成２７年千葉市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

第４条第１項第３号中「主任介護支援専門員（」の次に「介護支援専

門員であって、」を加え、「者であって、当該研修又は同項第２号に規

定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を超

えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了したもの」を「も

の（当該研修を修了した日（以下この号において「修了日」という。）

から起算して５年を経過した者にあっては、修了日から起算して５年を

経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第２号に規定する主

任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年度までに介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平

成２７年厚生労働省令第１９号）による改正前の介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６８第１項に規定する

主任介護支援専門員研修（以下この項において「主任介護支援専門員

研修」という。）を修了した者（附則第４項及び第５項において「平
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成２６年度以前修了者」という。）については、平成３１年３月３１

日（平成２４年度から平成２６年度までに主任介護支援専門員研修を

修了した者にあっては、平成３２年３月３１日）までの間は、この条

例による改正後の第４条第１項第３号に規定する日までの間に介護保

険法施行規則第１４０条の６８第１項第２号に規定する主任介護支援

専門員更新研修（次項から附則第５項までにおいて「主任介護支援専

門員更新研修」という。）を修了しているものとみなす。 

３ 前項の規定によりこの条例による改正後の第４条第１項第３号に規

定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみ

なされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修（同号の規定に

より、同号に規定する修了日から起算して５年を経過するごとに、当

該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最

初のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）以外の主任介

護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の

主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。 

４ 前項の規定は、平成２６年度以前修了者が、最初の主任介護支援専

門員更新研修を修了した日から起算して５年を経過するごとに、当該

経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないこと

により、この条例による改正後の第４条第１項第３号に規定する主任

介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。 

５ 前３項の規定にかかわらず、平成２６年度以前修了者が、平成２９

年３月３１日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、

なお従前の例による。 

（千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る

人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

６ 千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る

人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年千葉市

条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、主任介護支援専門員の資格

に係る経過措置を定めるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 
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議案第３８号 

千葉市国民健康保険条例の一部改正について 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 第８条第１項中「法第７２条の５に規定する特定健康診査等」を「高

齢者医療確保法第２０条の規定による特定健康診査及び高齢者医療確保

法第２４条の規定による特定保健指導」に改め、「又は保険給付」を削

る。 

 第１７条中「第２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第２項

第９号」に改める。 

 第１７条の１０中「第２９条の７第３項第９号」を「第２９条の７第

３項第８号」に改める。 

 第２１条第１項第２号中「介護納付金賦課被保険者数」を「介護納付

金賦課被保険者」に改める。 

 第２２条中「第２９条の７第４項第９号」を「第２９条の７第４項第

８号」に改める。 

第２４条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、 

別に納期限を定めることができる。 

第２６条第１項中「第２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７

第２項第９号」に改め、同項第２号中「金額に」の次に「政令第２９条

の７第５項第３号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされている金額に」を加

え、「に２７５，０００円」を削り、同項第３号中「金額に」の次に

「政令第２９条の７第５項第３号ハの規定において当該世帯に属する被
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保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされてい

る金額に」を加え、「に５００，０００円」を削り、同条第３項中「第

２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第２項第９号」に、「第

２９条の７第３項第９号」を「第２９条の７第３項第８号」に改め、同

条第４項中「第２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第２項第

９号」に、「第２９条の７第４項第９号」を「第２９条の７第４項第８

号」に改める。 

 附則第１２項の前の見出し中「平成２２年度」を「平成３１年度」に

改め、同項中「２，０００，０００円」を「規則で定める額」に、「第

２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第２項第９号」に、 

「１０分の１」を「１０分の２」に改める。 

 附則第１３項中「第２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第

２項第９号」に、「第２９条の７第３項第９号」を「第２９条の７第３

項第８号」に改める。 

 附則第１４項中「第２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第

２項第９号」に、「第２９条の７第４項第９号」を「第２９条の７第４

項第８号」に改める。 

 附則第１６項の前に見出しとして「（平成２２年度以後の年度に係る

保険料に関する減免の特例）」を付する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第８条第

１項、第１７条、第１７条の１０、第２１条第１項第２号及び第２２

条の改正規定、第２４条に１項を加える改正規定、第２６条第１項の

改正規定（「第２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第２項

第９号」に改める部分に限る。）並びに同条第３項及び第４項の改正

規定並びに附則第１２項の改正規定（「第２９条の７第２項第１０号」

を「第２９条の７第２項第９号」に改める部分に限る。）並びに附則

第１３項及び第１４項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第２６条第１項第２号及び第３号並びに附
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則第１２項（附則第１３項及び第１４項において準用する場合を含

む。）の規定は、平成３１年度以後の年度に係る保険料について適用

し、平成３０年度以前の年度に係る保険料については、なお従前の例

による。 

３ 平成３１年度から平成３３年度までの各年度の保険料については、

この条例による改正前の附則第１２項の規定は、なおその効力を有す

る。この場合において、同項中「第２６条第１項各号」とあるのは

「第２６条第１項各号及び千葉市国民健康保険条例の一部を改正する

条例（平成３１年千葉市条例第  号）による改正後の附則第１２項」

と、「附則第１６項」とあるのは「同条例附則第４項の規定により読

み替えて適用される附則第１６項」と、「第２９条の７第２項第１０

号」とあるのは「第２９条の７第２項第９号」と、「１０分の１」と

あるのは「平成３１年度分にあっては１００分の８を、平成３２年度

分にあっては１００分の５を、平成３３年度分にあっては１００分の

３」とする。 

４ 前項の場合においては、千葉市国民健康保険条例（以下「条例」と

いう。）附則第１３項中「前項」とあるのは「千葉市国民健康保険条

例の一部を改正する条例（平成３１年千葉市条例第  号）による改

正前の附則第１２項」と、条例附則第１４項中「附則第１２項」とあ

るのは「千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成３１年

千葉市条例第  号）による改正前の附則第１２項」と、条例附則第

１５項中「附則第１２項（附則第１３項又は前項」とあるのは「千葉

市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成３１年千葉市条例第 

   号）による改正前の附則第１２項（同条例附則第４項の規定によ

り読み替えて適用される附則第１３項又は附則第１４項」と、条例附

則第１６項中「附則第１２項」とあるのは「千葉市国民健康保険条例

の一部を改正する条例（平成３１年千葉市条例第  号）による改正

前の附則第１２項」と、「附則第１３項又は附則第１４項」とあるの

は「同条例附則第４項の規定により読み替えて適用される附則第１３

項又は附則第１４項」と読み替えて、これらの規定を適用する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

保険料の軽減措置等を見直すほか、所要の改正を行うため、条例の

一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３９号 

千葉市霊園設置管理条例の一部改正について 

 千葉市霊園設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

   千葉市霊園設置管理条例の一部を改正する条例 

千葉市霊園設置管理条例（昭和３９年千葉市条例第４２号）の一部を

次のように改正する。 

第２７条第１号中「４，９３０円」を「５，０２０円」に改める。 

別表第３中「２，１６０円」を「２，２００円」に、「２１，６００

円」を「２２，０００円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、

「４，１１０円」を「４，１８０円」に、「３２，４００円」を「３３，

０００円」に、「２，０５０円」を「２，０８０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２７条及び別表第３の規定は、この条例

の施行の日以後の使用に係る管理料及び使用の許可に係る使用料につ

いて適用し、同日前の使用に係る管理料及び使用の許可に係る使用料

については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る平成３２

年３月３１日までの使用に係る管理料については、前項の規定にかか

わらず、この条例による改正前の第２７条の規定を適用する。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料等を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４０号 

千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

の一部改正について 

千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

の一部を改正する条例 

千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例（平

成２４年千葉市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学

の前期課程を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を加える。 

   附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

水道法施行令の一部改正に伴い、水道技術管理者の資格要件を改め

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４１号 

千葉市介護保険条例の一部改正について 

千葉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市介護保険条例（平成１２年千葉市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条の４第１号中「次号」の次に「及び第３号」を加え、同条第２

号中「第５９条の２」を「第５９条の２第１項」に、「同条」を「同

項」に改め、「居宅要支援被保険者等」の次に「（次号に掲げる居宅要

支援被保険者等を除く。）」を加え、同条に次の１号を加える。  

（３）法第５９条の２第２項に規定する所得の額が同項の政令で定める

額以上である居宅要支援被保険者等 １００分の７０（次条の規定

の適用を受ける者にあっては１００分の７０を超え１００分の  

１００以下の範囲内において市長が定める割合）  

第２条の５中「並びに第４項」を「、第４項並びに第５項」に改め、

同条に次の１号を加える。  

（３）前条第３号に掲げる者 １００分の７０を超え１００分の１００

以下の範囲内において市長が定める割合  

第２条の６第１項第１号中「８０分の１００」の次に「、第２条の４

第３号に掲げる者（前条の規定の適用を受ける者を除く。）にあっては

７０分の１００」を加え、「割合）」を「割合、同条第３号に掲げる者

にあっては１００分の１００を同号に規定する市長が定める割合で除し

て得た割合）」に改める。  

第３条第１項第６号ア中「第３８条第４項」を「第２２条の２第２

項」に改め、同条第２項中「前項第１号」の次に「から第３号まで」を

加え、「平成３０年度から平成３２年度まで」を「平成３１年度及び平

成３２年度」に、「同号」を「これら」に、「２８，６２０円」を「規
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則で定める額」に改める。 

第１２条中「すべて」を「全て」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の

４第１号及び第２号の改正規定、同条に１号を加える改正規定、第２

条の５の改正規定、同条に１号を加える改正規定並びに第２条の６第

１項第１号、第３条第１項第６号ア及び第１２条の改正規定は、公布

の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２条の６第１項第１号の規定は、平成 

３０年８月１日から適用する。 

３ この条例による改正後の第３条第２項の規定は、平成３１年度以後

の年度に係る保険料率の算定について適用し、平成３０年度以前の年

度に係る保険料率の算定については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

第１号被保険者の保険料率の軽減措置を強化するほか、所要の改正

を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４２号 

千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定 

める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）の一部を次のように改正す

る。 

第３３条第３項各号列記以外の部分を次のように改める。 

介護医療院の管理者は、次に掲げる業務を委託する場合は、医療法

施行規則第９条の８、第９条の９、第９条の１２、第９条の１３、別

表第１の２及び別表第１の３、臨床検査技師等に関する法律施行規則

（昭和３３年厚生省令第２４号）第１２条並びに臨床検査技師、衛生

検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成１８年

厚生労働省令第７５号）附則第２条の規定によりなおその効力を有す

ることとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に

関する法律施行規則（昭和３３年厚生省令第２４号）第１２条の規定

を準用する。この場合において、医療法施行規則第９条の８第１項中

「法第１５条の３第１項第２号の病院、診療所又は前条の施設（施設

告示第４号に定める施設を除く。）における厚生労働省令で定める基

準」とあるのは「病院、診療所又は臨床検査技師等に関する法律第 

二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設（昭和 

５６年厚生省告示第１７号。次項において「施設告示」という。）に

定める施設（第４号に掲げる施設を除く。）における検体検査の業務

（千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号。以下「基準条例」とい
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う。）第３３条第３項第１号の規定による検体検査の業務をいう。次

項において同じ。）の適正な実施に必要なものの基準」と、同条第２

項中「法第１５条の３第１項第２号の前条の施設（施設告示第４号に

定める施設に限る。）における厚生労働省令で定める基準」とあるの

は「施設告示第４号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実

施に必要なものの基準」と、同令第９条の９第１項中「法第１５条の

３第２項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とある

のは「基準条例第３３条第３項第２号の規定による医療機器又は医学

的処置」と、同令第９条の１２中「法第１５条の３第２項の規定によ

る第９条の８の２に定める医療機器」とあるのは「基準条例第３３条

第３項第３号の規定による医薬品医療機器等法第２条第８項に規定す

る特定保守管理医療機器」と、同令第９条の１３中「法第１５条の３

第２項の規定による医療」とあるのは「基準条例第３３条第３項第４

号の規定による医療」と、臨床検査技師等に関する法律施行規則第 

１２条第１項中「法第２０条の３第２項の厚生労働省令で定める基準」

とあるのは「千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）第３３条第

３項第１号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの

基準」と、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令附則第２条の規定によりなおその効力を有すること

とされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する

法律施行規則第１２条第１項中「法第２０条の３第２項の厚生労働省

令で定める基準」とあるのは「千葉市介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第 

６２号）第３３条第３項第１号の規定による検体検査の業務の適正な

実施に必要なものの基準」と読み替えるものとする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改

正に伴い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
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議案第４３号 

千葉市火災予防条例の一部改正について 

千葉市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

   千葉市火災予防条例の一部を改正する条例 

 千葉市火災予防条例（昭和３７年千葉市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３４条の４第２項ただし書中「に存する」を「のうち、消火器具の

有効範囲内の」に改める。 

 第４８条の見出し中「確認試験及び」を削り、同条第１項を削り、同

条第２項を同条とする。 

   附 則 

１ この条例中第４８条の見出しの改正規定及び同条第１項を削り、同

条第２項を同条とする改正規定並びに次項の規定は平成３１年４月１

日から、第３４条の４第２項ただし書の改正規定は同年１０月１日か

ら施行する。 

２ 千葉市消防関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４９号）の一

部を次のように改正する。 

  別表６の項中「１１の項」を「１０の項」に改め、同表１０の項を

削り、同表１１の項中「条例第４８条第２項」を「千葉市火災予防条

例（昭和３７年千葉市条例第４号）第４８条」に改め、同項を同表 

１０の項とし、同表１２の項から２２の項までを１項ずつ繰り上げ、

同表２３の項中「３２の項」を「３１の項」に改め、同項を同表２２

の項とし、同表２４の項から２６の項までを１項ずつ繰り上げ、同表

２７の項中「２３の項」を「２２の項」に改め、同項を同表２６の項

とし、同表２８の項を同表２７の項とし、同表２９の項中「２４の項」

を「２３の項」に改め、同項を同表２８の項とし、同表３０の項中

「２６の項」を「２５の項」に改め、同項を同表２９の項とし、同表
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３１の項から３６の項までを１項ずつ繰り上げる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消防法施行令等の一部改正に伴い消火器具の設置基準に係る規定を

改めるとともに、危険物確認試験を廃止するため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 
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議案第４４号  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。  

平成３１年２月１５日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

千葉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年千葉市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第２項の表千葉市立青葉病院の項中「３１４床」を「３０７

床」に、「６０床」を「５６床」に改める。  

第６条第３項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め、

同条第４項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。  

附 則  

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第６条第

３項及び第４項の改正規定は、同年１０月１日から施行する。  

２ この条例による改正後の第６条第３項及び第４項の規定は、平成 

３１年１０月１日以後の消費税を課されないこととなる診療以外の診

療に係る使用料を算定する場合の料率及び診断書等の交付に係る手数

料の上限額について適用し、同日前の消費税を課されないこととなる

診療以外の診療に係る使用料を算定する場合の料率及び診断書等の交

付に係る手数料の上限額については、なお従前の例による。  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

青葉病院の病床数を変更するとともに、消費税法及び地方税法の一

部改正に伴い使用料等を改定するため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。  
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議案第４５号 

千葉市区の設置等に関する条例の一部改正について 

 千葉市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市区の設置等に関する条例（平成３年千葉市条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

第３条の表中央区役所の項中「千葉市中央区中央３丁目１０番８号」

を「千葉市中央区中央４丁目５番１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年５月７日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

中央区役所の位置を変更するため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第４６号 

千葉市文化センター設置管理条例の一部改正について 

 千葉市文化センター設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市文化センター設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市文化センター設置管理条例（平成元年千葉市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１中「９６，２５０円」を「９８，０３０円」に、「１１６，

２００円」を「１１８，３５０円」に、「３，０６０円」を「３，  

１１０円」に、「４２，２２０円」を「４３，０００円」に、「１９，

６６０円」を「２０，０２０円」に、「２３，７９０円」を「２４， 

２３０円」に、「３７，５４０円」を「３８，２３０円」に、「９， 

６９０円」を「９，８６０円」に、「１１，６６０円」を「１１，  

８７０円」に、「９，９００円」を「１０，０８０円」に、「１６， 

２００円」を「１６，５００円」に、「８，８４０円」を「９，０００

円」に、「１１，１８０円」を「１１，３８０円」に、 

「 

  第４会議室 

（１室につき） 

  

                              」 

「 

   第４会議室 

（１室につき） 

  

 第５会議室  １２，６００円 

                              」 

改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、別表第 

を 

に 
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        「 

  第４会議室 

（１室につき） 

  

                               」 

  「 

   第４会議室 

（１室につき） 

  

 第５会議室 １２，６００円 

                         」 

を除く。）は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以

後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料

金については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

 第５会議室を設置するとともに、消費税法及び地方税法の一部改正

に伴い利用料金の上限の額を改定するため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 

を 

１の改正規定（ 

に改める部分 
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議案第４７号 

千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部改正について 

 千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市スポーツ施設設置管理条例（平成３年千葉市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条の表千葉市北谷津温水プールの項中「千葉市若葉区北谷津町 

３２７番地の１」を「千葉市若葉区北谷津町３２７番地１」に改め、同

表千葉市古市場体育館の項中「千葉市緑区古市場町４７４番地の２７７」

を「千葉市緑区古市場町４７４番地２７７」に改める。 

 別表第２第１項第２号を次のように改める。 

（２）専用使用 

   ア 屋内運動場・トレーニング室 

区分 午前９時か

ら午後１時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

屋 内

運 動

場 

全館 ４，５９０円 ４，５９０円 ９，２１０円 ２，２９０円 

半館 ２，２９０円 ２，２９０円 ４，５９０円 １，１４０円 

トレーニン

グ室 

２，２９０円 ２，２９０円 ４，５９０円 １，１４０円 

   イ スタジオ 

区分 金額 

午前９時から

午後５時まで 

２時間につき １，２９０円 

午後５時から ２時間につき ２，５９０円 
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午後９時まで  

時間外 １時間につき ６４０円 

備考 「時間外」とは、第９条第３項の規定により使用時間以外の時

間に供用する場合における当該使用時間以外の時間をいう。以下同

じ。 

別表第２第３項の表中「６２０円」を「６３０円」に改める。 

 別表第２第４項の表中「１，４２０円」を「１，４４０円」に、「２，

８４０円」を「２，８９０円」に、「６８０円」を「６９０円」に、

「１，３６０円」を「１，３８０円」に、「９２０円」を「９３０円」

に改める。 

 別表第２第５項の表中「５，０９０円」を「５，１８０円」に、「２，

５４５円」を「２，５９０円」に、「２，５４０円」を「２，５８０円」

に、「１，２７０円」を「１，２９０円」に、「１，６９０円」を「１，

７２０円」に、「８４５円」を「８６０円」に改める。 

 別表第２第６項の表中「２，３１０円」を「２，３５０円」に、「１，

１５５円」及び「１，１５０円」を「１，１７０円」に、「５７５円」

を「５８０円」に、「７７０円」を「７８０円」に、「３８５円」を

「３９０円」に改める。 

 別表第２第７項の表中「１，４２０円」を「１，４４０円」に、 

「７１０円」を「７２０円」に、「６８０円」を「６９０円」に改める。 

 別表第２第８項の表中「３，０８０円」を「３，１３０円」に、「１，

５４０円」を「１，５６０円」に改める。 

 別表第２第９項第２号の表中「１，２００円」を「１，２２０円」に、

「１，４２０円」を「１，４４０円」に、「２，９００円」を「２， 

９５０円」に、「２，４００円」を「２，４４０円」に、「４，３６０

円」を「４，４４０円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に改

める。 

 別表第２第１１項の表中「６，７３０円」を「６，８５０円」に、

「８，９７０円」を「９，１３０円」に、「１１，７８０円」を「１１，

９９０円」に、「２７，５００円」を「２８，０００円」に、「３， 
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３６０円」を「３，４２０円」に、「４，８４０円」を「４，９２０円」

に、「６，４４０円」を「６，５５０円」に、「８，４６０円」を「８，

６１０円」に、「１９，７５０円」を「２０，１１０円」に、「２， 

４００円」を「２，４４０円」に、「２，１７０円」を「２，２１０円」

に、「２，９００円」を「２，９５０円」に、「３，８００円」を「３， 

８７０円」に、「８，８８０円」を「９，０４０円」に、「１，０８０

円」を「１，１００円」に、「１，４２０円」を「１，４４０円」に、

「１，９２０円」を「１，９５０円」に、「２，５７０円」を「２， 

６１０円」に、「５，９３０円」を「６，０３０円」に、「７２０円」

を「７３０円」に改め、同表備考中「３，２４０円」を「３，３００円」

に改める。 

 別表第２第１２項の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に改め

る。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第１条

の表の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以

後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料

金については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

  高洲スポーツセンターの体育館にスタジオを設置するとともに、消

費税法及び地方税法の一部改正に伴い利用料金の上限の額を改定する

ほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第４８号 

千葉市ナイトタイムエコノミー推進審議会設置条例の制定につい   

   て 

 千葉市ナイトタイムエコノミー推進審議会設置条例を次のとおり制定

するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市ナイトタイムエコノミー推進審議会設置条例 

 （設置） 

第１条 本市は、千葉市ナイトタイムエコノミー推進審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、

市長に答申する。 

（１）本市が推進するナイトタイムエコノミー（夜間における経済活動

及び文化活動をいう。以下この条及び次条第２項第２号において同

じ。）に係る施策に関する事項 

（２）ナイトタイムエコノミーの推進に資する事業に係る審査及び評価

に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、ナイトタイムエコノミーに関し市長

が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

（１）学識経験者 

（２）ナイトタイムエコノミーに関する知見を有する者 

（３）関係団体又は事業者を代表する者 

（４）その他市長が適当と認める者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第６条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

ナイトタイムエコノミー推進審議会を設置するため、条例を制定し

ようとするものであります。 
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議案第４９号 

千葉市地方卸売市場業務条例の一部改正について 

 千葉市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

   千葉市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

千葉市地方卸売市場業務条例（平成２５年千葉市条例第５２号）の一

部を次のように改正する。 

別表第５中「１，１８８円」を「１，２１０円」に、「１，０８０円」

を「１，１００円」に、「８６４円」を「８８０円」に、「９５０円」

を「９６０円」に、「１，７２８円」を「１，７６０円」に、「３， 

４５６，０００円」を「３，５２０，０００円」に、「３，１３２， 

０００円」を「３，１９０，０００円」に、「９７２，０００円」を

「９９０，０００円」に、「７４，０８８円」を「７５，４６０円」に、

「３７，８００円」を「３８，５００円」に、「５６０，２０４円」を

「５７０，５７０円」に、「３９３，５６８円」を「４００，８５０円」

に、「１，４０４円」を「１，４３０円」に、「５，４００円」を「５，

５００円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第５の規定は、この条例の施行の日以

後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５０号 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定するものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５５年千葉市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第４号中「いずれかに」を「一に」に、「７月」を 

「１０月」に改め、同項第５号中「いずれかに」を「一に」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第３条第

２項第４号の改正規定（「いずれかに」を「一に」に改める部分に限

る。）及び同項第５号の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に母子及び父子家庭等の医療費の助成に関す

る条例第３条第１項に規定する対象者であった者（この条例の施行の

日以後に同項に規定する対象者でなくなった者を除く。）に対するこ

の条例による改正後の第３条第２項第４号及び第５号の規定の適用に

ついては、平成３１年８月１日から同年１０月３１日までの治療に係

る医療費の助成に限り、同項第４号中「前年（１月から１０月までの

間に受けた治療に係る助成にあっては、前々年。以下同じ。）」とあ

るのは「前年及び前々年」と、同項第５号中「前年」とあるのは「前

年及び前々年」とする。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

児童扶養手当法の一部改正を踏まえ、所得制限の適用期間を改める

ほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第５１号 

千葉市公民館設置管理条例の一部改正について 

 千葉市公民館設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市公民館設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市公民館設置管理条例（昭和４４年千葉市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改め、同

項を同条第２項とする。 

第７条第２号を次のように改める。 

（２）法第２３条に規定する禁じられた行為に該当すると認めるとき。 

第７条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条第５号中「前各号」

を「前３号」に改め、同号を同条第４号とする。 

第８条第４号中「第４号」を「第３号」に改める。 

第９条中「第７条第４号」を「第７条第３号」に改める。 

別表第２中「７５０円」を「７６０円」に、「１，０８０円」を「１，

１００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表第２

の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、平成３１年１０月１日

以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

公民館の使用の制限を緩和するとともに、消費税法及び地方税法の

一部改正に伴い使用料を改定するため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。 
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議案第５２号 

千葉市バリアフリー基本構想推進協議会設置条例の制定について 

 千葉市バリアフリー基本構想推進協議会設置条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市バリアフリー基本構想推進協議会設置条例 

 （設置） 

第１条 本市は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成１８年法律第９１号。以下「法」という。）第２６条第１項

に規定する協議会として、千葉市バリアフリー基本構想推進協議会

（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、法第２５条第１項に規定する基本構想の策定及び実

施に関する事項のほか、法第２条第２号に規定する移動等円滑化等に

関し市長が必要と認める事項について調査審議する。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員３０人以内で組織する。 

２ 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員を置くことができる。 

 （委員） 

第４条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命す

る。 

（１）学識経験者 

（２）関係団体を代表する者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）市職員 

（６）その他市長が適当と認める者 

２ 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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その職を退いた後も、同様とする。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議

が終了したときは、解任されるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第７条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 （関係者の出席等） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （部会） 

第９条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員

の互選により定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 第６条第４項、第７条及び前条の規定は、部会について準用する。 

６ 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の

議決とすることができる。 
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（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明  

バリアフリー基本構想推進協議会を設置するため、条例を制定しよ

うとするものであります。 
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議案第５３号 

千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例の制定について 

 千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例 

 （設置） 

第１条 本市は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 

１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第１項に規定する

協議会として、千葉市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１）法第５条第１項に規定する地域公共交通網形成計画の策定及び実

施に関する事項 

（２）地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の態様、運賃

等に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、法第２条第１号に規定する地域公共

交通に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員を置くことができる。 

 （委員） 

第４条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命す

る。 

（１）学識経験者 

（２）公共交通事業者等を代表する者 

（３）関係団体を代表する者 
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（４）関係行政機関の職員 

（５）公募による市民 

（６）市職員 

（７）その他市長が適当と認める者 

２ 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議

が終了したときは、解任されるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第７条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 （関係者の出席等） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （部会） 

第９条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員

の互選により定める。 
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４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 第６条第４項、第７条及び前条の規定は、部会について準用する。 

６ 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の

議決とすることができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明  

地域公共交通活性化協議会を設置するため、条例を制定しようとす

るものであります。 
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議案第５４号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

別表１の項、２の項、４の項から６の項まで、９の項及び９の２の項

中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改める。 

別表１５の項手数料の額の欄を次のように改める。 

１８０，０００円。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

（ １ ）建築基準法第４８条第１６項第１号に該当する場合    

１２０，０００円 

（ ２ ）建築基準法第４８条第１６項第２号に該当する場合    

１４０，０００円 

別表１８の項中「第５３条第５項第３号」を「第５３条第６項第３号」

に改める。 

 別表３９の２の項及び３９の３の項中「行う」を「増築等を含む工事

を行う場合の」に改め、「既存建築物」の次に「の増築等」を加える。 

別表３９の３の２の項を同表３９の３の６の項とし、同表３９の３の

項の次に次のように加える。 

3 9の３の２  建築基 既存建築物の用途 １２０，０００円 

3 9準法第８７条の２

3 9第１項の規定に基

3 9づく既存の１の建

3 9築物について２以  

の変更に係る２以

上の工事の全体計

画の認定申請手数

料 
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3 9上の工事に分けて

3 9用途の変更に伴う

3 9工事を行う場合の

3 9工事の全体計画に

3 9関する認定の申請

3 9に対する審査 

3 9の３の３  建築基

準法第８７条の２

第２項において準

用する同法第８６

条の８第３項の規

定に基づく既存の

１の建築物につい

て２以上の工事に

分けて用途の変更

に伴う工事を行う

場合の工事の全体

計画の変更に関す

る認定の申請に対

する審査 

既存建築物の用途

の変更に係る２以

上の工事の全体計

画の変更認定申請

手数料 

１２０，０００円 

3 9の３の４  建築基

準法第８７条の３

第５項の規定に基

づく建築物の用途

を変更して一時的

に使用する場合の

許可の申請に対す

る審査 

建築物の用途を変

更して一時的に興

行場等として使用

する場合の許可申

請手数料 

１２０，０００円 

3 9の３の５  建築基

準法第８７条の３ 

建築物の用途を変

更して一時的に特 

１６０，０００円 
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3 9第６項の規定に基

3 9づく建築物の用途 

別興行場等として

使用する場合の許 

 

3 9を変更して一時的

3 9に使用する場合の

3 9許可の申請に対す

3 9る審査 

可申請手数料  

附 則 

 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第 

６７号）の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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議 案 説 明 

建築基準法の一部改正に伴い、用途地域における建築等許可申請手

数料等を定めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 
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議案第５５号 

   千葉市下水道条例の一部改正について 

 千葉市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

   千葉市下水道条例の一部を改正する条例 

 千葉市下水道条例（昭和３８年千葉市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１２条第２項及び第３項中「１００分の１０８」を「１００分の 

１１０」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の千葉市下水道条例（次項において「改正後

の条例」という。）第１２条第２項及び第３項の規定は、この条例の

施行の日（以下この項及び次項において「施行日」という。）以後の

使用に係る公共下水道の使用料について適用し、施行日の前日までの

使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用

している者に係る使用料であって、施行日から平成３１年１０月３１

日までの間に使用料の額が確定するもの（施行日以後初めて使用料の

額が確定する日が同月３１日後であるものにあっては、当該確定した

もののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日（そ

の直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。）

から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除

し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算

した金額に係る部分）に係る改正後の条例第１２条第２項及び第３項

の規定の適用については、これらの規定中「１００分の１１０」とあ
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るのは「１００分の１０８」とする。 

４ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたと

きは、これを１月とする。 
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議 案 説 明 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５６号 

   千葉市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

 千葉市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

   千葉市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 千葉市農業集落排水処理施設条例（平成４年千葉市条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

 第１４条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１４条第２項の規定は、この条例の施行

の日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料について適用し、

同日前の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料については、なお

従前の例による。 
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議 案 説 明 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５７号 

   千葉市水道給水条例の一部改正について 

 千葉市水道給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市水道給水条例の一部を改正する条例 

 千葉市水道給水条例（昭和５０年千葉市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２９条及び第３７条第３項中「１００分の１０８」を「１００分の

１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の千葉市水道給水条例（次項及び第５項にお

いて「改正後の条例」という。）第２９条の規定は、この条例の施行

の日（以下この項、次項及び附則第５項において「施行日」とい

う。）以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日まで

の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている

者に係る水道料金であって、施行日から平成３１年１０月３１日まで

の間に水道料金の額が確定するもの（施行日以後初めて水道料金の額

が確定する日が同月３１日後であるものにあっては、当該確定したも

ののうち、施行日以後初めて確定する水道料金の額を前回確定日（そ

の直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同

じ。）から施行日以後初めて水道料金の額が確定する日までの期間の

月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗

じて計算した金額に係る部分）に係る改正後の条例第２９条の規定の

適用については、同条中「１００分の１１０」とあるのは「１００分
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の１０８」とする。 

４ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたと

きは、これを１月とする。 

５ 改正後の条例第３７条第３項の規定は、施行日以後の申込みに係る

給水申込納付金について適用し、施行日前の申込みに係る給水申込納

付金については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、料金等を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５８号 

   千葉市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する

条例の一部改正について 

 千葉市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する

条例の一部を改正する条例 

 千葉市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例

（平成２４年千葉市条例第９６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期

課程を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同条第８号中「又は水

道環境」を削る。 

 第４条第２号中「大学の」を「大学において」に改め、同条第３号中

「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を含む。）」

を加え、「の土木工学」を「において土木工学」に改め、「卒業した後」

の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」

を加え、同条第４号中「の土木工学」を「において土木工学」に改め、

同条第６号中「大学の」を「大学において」に改め、同条第７号中「短

期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を含む。）」を加

え、「の工学」を「において工学」に改め、「卒業した後」の次に

「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を加

え、同条第８号中「の工学」を「において工学」に改め、同条第９号中

「前号」を「前３号」に改め、「卒業者」の次に「（学校教育法による

専門職大学の前期課程の修了者を含む。）」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第４条第

２号の改正規定、同条第３号の改正規定（「の土木工学」を「におい
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て土木工学」に改める部分に限る。）、同条第４号及び第６号の改正

規定、同条第７号の改正規定（「の工学」を「において工学」に改め

る部分に限る。）、同条第８号の改正規定並びに同条第９号の改正規

定（「前号」を「前３号」に改める部分に限る。）は、公布の日から

施行する。 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）

第４条第１項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るもの

に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、

この条例による改正後の第３条第８号の規定の適用については、同項

の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者

であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみ

なす。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

水道法施行令等の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格要件を改めるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 
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議案第５９号 

   財産の処分について 

 市は、次のとおり財産を減額して売却するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 売却財産（旧千葉市文化交流プラザ） 

（１）土地 

区 名 町 名 地 番 地 目 地 積 

中央区 富士見１丁目 ３番１ 宅地 
2,793.34

平方ﾒｰﾄﾙ 

（２）建物等 

所 在 地 構  造  等 面積 

千葉市中央区富士見１丁目 

３番２号 

鉄骨・鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下２階付１０階建 

附属設備を含む 

20,870.18

平方ﾒｰﾄﾙ 

２ 売却価格 ８５０,０００,０００円 

３ 売却先 

  東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号 

大和ホームズオンライン株式会社 

代表取締役 富樫 紀夫 

４ 売却条件 

旧千葉市文化交流プラザ３階から５階までに所在する音楽ホール及

びリハーサル室について、利用期間は、供用開始から１０年間以上と

するとともに、供用開始時期は、所有権移転から２年以内とする。 
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議 案 説 明 

  旧千葉市文化交流プラザの土地及び建物等を減額譲渡することにつ

いて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議決を求め

るものであります。 
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議案第６０号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 千葉市新庁舎整備工事 

２ 施工場所 千葉市中央区千葉港１番１号 

３ 工事概要（１）建築工事一式 

（２）電気設備工事一式 

（３）空調設備工事一式 

（４）給排水設備工事一式 

（５）昇降機設備工事一式 

（６）外構工事一式 

（７）解体工事一式 

（８）実施設計業務一式 

（９）工事監理業務一式 

４ 契約方法 一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ２４，９４２，６００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成３７年１月３１日まで 

７ 請 負 者 千葉市中央区新町１０００番地 

  大成・鵜沢建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区新町１０００番地 

 大成建設株式会社 千葉支店 

 支店長 白川 賢志 

 千葉市若葉区千城台西１丁目３８番１号 

 鵜沢建設株式会社 

 代表取締役 鵜沢 朋生 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市新庁舎整備工事を行うための工事請負契約について、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第６１号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称  千葉市美術館拡張整備工事 

２ 施工場所  千葉市中央区中央３丁目１０番８号 

３ 工事概要  内部改修工事一式  

４ 契約方法  制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額  ３８８，８００，０００円 

６ 工  期  契約締結日の翌日から平成３２年３月１８日まで 

７ 請 負 者  千葉市中央区市場町３番１号 

        池田工建株式会社 

        代表取締役 池田 喜美夫 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市美術館拡張整備工事を行うための工事請負契約について、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第６２号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 千葉市新清掃工場建設工事 

２ 施工場所 千葉市若葉区北谷津町３４７番地 

３ 工事概要（１）プラント設備工事一式 

（２）解体工事一式 

 （３）杭工事一式 

 （４）建築工事一式 

（５）外構工事一式 

      （６）植栽工事一式 

４ 契約方法 一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４１，９８２，８４０，０００円 

６ 工  期 契約締結日から平成３８年３月３１日まで 

７ 請 負 者 東京都品川区大崎１丁目５番１号 大崎センタービル 

新日鉄住金エンジニアリング・三井住友建設特定建設 

工事共同企業体 

代表者 東京都品川区大崎１丁目５番１号 

  大崎センタービル 

           新日鉄住金エンジニアリング株式会社 

 代表取締役 藤原 真一 

 千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１ 

           ＷＢＧマリブウエスト３０Ｆ 

           三井住友建設株式会社 東関東支店 

           支店長 森 徳章 
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議 案 説 明 

  千葉市新清掃工場建設工事を行うための工事請負契約について、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第６３号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市蘇我スポーツ公園 

円形野球場 

ＭＭＴ共同事業体 

千葉市美浜区高浜４丁目１２番２号 

株式会社千葉マリンスタジアム 

代表取締役社長 岩成 一弘 

 

東京都中央区入船３丁目６番３号 

日本メックス株式会社 

代表取締役社長 今泉 正義 

 

東京都中央区日本橋人形町２丁目

３３番８号 

東洋グリーン株式会社 

代表取締役社長 山田 孝雄 

平成31年8月1日から 

平成32年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求

めるものであります。 
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議案第６４号 

   包括外部監査契約について 

 市は、次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 平成３１年４月１日 

３ 契約の金額 １８，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 住所 千葉市稲毛区園生町３９１番地９９ 

                氏名 大川 健哉 

                  資格 公認会計士 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第６５号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  平成３１年２月１５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

市道路線認定調書 

 

 

 

市道路線廃止調書 

 

 

 

 

整 理

番 号
路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

1 花園１５５号線 花園町地内 花園町地内

2 花園７０２号線 花園町地内 花園町地内

3 宮野木町３３８号線 宮野木町地内 宮野木町地内

4 源町１３６号線 源町地内 源町地内

5 源町１３７号線 源町地内 源町地内

6 殿台町５４号線 殿台町地内 殿台町地内

7 幕張５０９号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内

8 生実町３３０号線 生実町地内 生実町地内

9 誉田町２５３号線 誉田町１丁目地内 誉田町１丁目地内

5

4

6

市道路線認定図番号

2

1

3

整 理

番 号
路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点 摘要

市 道 路 線

廃止図番号

1 仁戸名町１０７号線 仁戸名町地内 仁戸名町地内 全部廃止 1
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整理番号①②市道路線認定図1
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整理番号③市道路線認定図2
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整理番号④～⑥市道路線認定図3
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整理番号⑦市道路線認定図4
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整理番号⑧市道路線認定図5
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整理番号⑨市道路線認定図6
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整理番号①市道路線廃止図1
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議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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